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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
行
政
改
革
推
進
部
行
政
改
革
課
）…
�

告

示

○
不
健
全
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
民
安
全
推
進
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
課
）…
�

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除
（
三
件
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
辞
退
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
変
更
、
廃
止
及
び
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
��

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

告

示
（
選
）

○
令
和
元
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
八
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要

旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

規

則
（
人
）

○
東
京
都
人
事
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

告

示
（
公
）

○
指
定
講
習
機
関
の
特
定
講
習
の
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�	

○
指
定
講
習
機
関
の
届
出
事
項
の
変
更
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�	

○
指
定
講
習
機
関
の
特
定
講
習
の
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�	

○
認
定
教
育
実
施
者
の
届
出
事
項
の
変
更
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�	

規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
��

公

告

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
��

規

則

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
八
号

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
中
「
は
、
次
に
」
を
「
に
は
、
次
に
」
に
、
「
記
載
し
、
主
宰
者

が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
七
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
一
二

雑
誌

Ｂ
Ａ
Ｍ
Ｂ
Ｏ
Ｏ

Ｃ
Ｏ
Ｍ

Ｉ
Ｃ
Ｓ

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｎ

ｕ
ｎ
ｏ
！

お
じ
さ
ん
ラ
ブ
ハ
メ
ワ
ゴ

ン五
七
六
五
二－

八
四

株
式
会
社
竹
書
房

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
一
号

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
八
十
五
号
古

種
類
及
び
名
称

川
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
十
月
四
日
か
ら
令
和
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九

十
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
江
戸
川
区

江
戸
川
六
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地

を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

北
区
赤
羽
台
一
丁
目
一
番
一
、
同
番
九
か

ら
同
番
三
十
六
ま
で
、
二
番
一
、
同
番
二
、

赤
羽
台
二
丁
目
一
番
一
、
同
番
八
、
同
番

十
の
一
部
、
同
番
十
一
、
同
番
十
三
の
一

部
、
同
番
十
四
か
ら
同
番
十
八
ま
で
、
同

番
二
十
四
か
ら
同
番
三
十
ま
で
、
赤
羽
西

一
丁
目
四
百
九
十
八
番
二
、
四
百
九
十
九

番
一
、
同
番
四
、
同
番
五
の
一
部
及
び
五

百
九
十
五
番
五

令
和
二
年
十
月
二

十
三
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
十

月
二
十
七
日

稲
城
市
大
字
坂

浜
字
十
三
号
八

百
二
十
六
番
一

か
ら
同
番
三
ま

で
及
び
八
百
二

十
七
番
二
の
各

一
部

延
長三

〇
・
五
五

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十

六
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
東
葛
西
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九
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

ひ

定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化

合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五

十
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
矢
口
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
百
四
十
八
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
虎
ノ
門
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

ひ

定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
十
五

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
緑
町

三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17217号）東 京 都 公 報令和2年11月13日（金曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及

び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
及
び
休
止
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17217号）東 京 都 公 報令和2年11月13日（金曜日）９



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） １０



（第17217号）東 京 都 公 報令和2年11月13日（金曜日）１１



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17217号）東 京 都 公 報令和2年11月13日（金曜日）１３



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） １４



（第17217号）東 京 都 公 報令和2年11月13日（金曜日）１５



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） １６



（第17217号）東 京 都 公 報令和2年11月13日（金曜日）１７
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
八
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
及
び
指

定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
二
号
）
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） １８
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
二
十
一
条
の

五
の
二
十
五
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児

入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

二
百
二
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17217号）東 京 都 公 報令和2年11月13日（金曜日）１９

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
一
号

東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規

則
（
平
成
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
中
「
は
、
次
に
」
を
「
に
は
、

次
に
」
に
、
「
記
載
し
、
主
宰
者
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
を
「
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
、
秋
本
豊
栄
後

援
会
、
さ
か
き
ば
ら
登
志
子
友
の
会
及
び
へ
ん
み
圭
二
友
の
会
（
後

援
会
）
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
元
年

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
の
部
５
寄
附
の
内
訳

（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「

博
友
会

４,０００,０００
板
橋
区

」
を

「

博
友
会

４,０００,０００
中
央
区

」
に

改
め
る
。

秋
本
豊
栄
後
援
会
の
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「4,000,214

」
を

「4,066,514

」
に
、
「75,942

」
を
「9,642

」
に
改
め
、
同
部
４
支

出
の
内
訳
の
項
中
「3,718,455

」
を
「3,784,755

」
に
、

「3,420,212

」
を
「3,486,512

」
に
改
め
る
。

さ
か
き
ば
ら
登
志
子
友
の
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１
収
入
総
額

０

」
を

「１
収
入
総
額

５６１,０００

前
年
繰
越
額

０

本
年
収
入
額

５６１,０００

」
に

改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「２
支
出
総
額

０

」
を

「２
支
出
総
額

０

（
翌
年
へ
の
繰
越
額
）

５６１,０００

」
に

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附
の
総
額

５６１,０００

政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

５６１,０００

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

５６１,０００

４
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）

（
寄
附
者
）

（
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
）

（
金
額
）
（
事
務
所
の
所
在
地
）

円

東
急
バ
ス
労
働
組
合
交
通

政
策
研
究
会

５６１,０００
目
黒
区

へ
ん
み
圭
二
友
の
会
（
後
援
会
）
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「1,997,922

」
を
「2,007,922

」
に
、
「1,710,000

」
を

「1,720,000

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「1,881,806

」

を
「2,006,256

」
に
、
「116,116

」
を
「1,666

」
に
改
め
、
同
部

３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「190,000

」
を
「200,000

」
に
改
め
、

同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「1,881,806

」
を
「2,006,256

」
に
、

「1,508,632

」
を
「1,633,082

」
に
改
め
る
。

規

則
（
人
）

東
京
都
人
事
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日東

京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

東
京
都
人
事
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規

則
（
平
成
六
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
中
「
は
、
次
に
」
を
「
に
は
、

次
に
」
に
、
「
記
載
し
、
主
宰
者
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
を
「
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
」
を
削
る
。

附

則



令和2年11月13日（金曜日）東 京 都 公 報（第17217号） ２０

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３４９号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
１
号
）
第
１４条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
講
習
機
関

か
ら
特
定
講
習
の
休
止
の
許
可
の
申
請
が
あ
り
、
こ
れ
を
許
可
し
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
１１月

１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

指
定
講
習
機
関
の
名
称
、

住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

休
止
す
る
特
定

講
習
の
種
別

休
止
す
る
期
間

株
式
会
社
尾
久
自
動
車

小
金
井
市
東
町
三
丁
目

１７番
１９号

代
表
者

宮
川

德
一

普
通
自
動
車
免

許
に
係
る
取
消

処
分
者
講
習

令
和
２
年
４
月
１０

日
か
ら
令
和
２
年

５
月
３１日

ま
で
の

間

学
校
法
人
五
島
育
英
会

渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目

１０番
７
号

代
表
者

高
橋

遠

準
中
型
自
動
車

免
許
、
普
通
自

動
車
免
許
、
普

通
自
動
二
輪
車

免
許
及
び
原
動

機
付
自
転
車
免

許
に
係
る
取
消

処
分
者
講
習

令
和
２
年
４
月
１１

日
か
ら
令
和
２
年

５
月
３１日

ま
で
の

間

株
式
会
社
シ
グ
マ

葛
飾
区
東
立
石
一
丁
目

３
番
１６号

代
表
者

藤
田

博
一

準
中
型
自
動
車

免
許
、
普
通
自

動
車
免
許
、
普

通
自
動
二
輪
車

免
許
及
び
原
動

機
付
自
転
車
免

令
和
２
年
４
月
１１

日
か
ら
令
和
２
年

５
月
３１日

ま
で
の

間

許
に
係
る
取
消

処
分
者
講
習

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３５０号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
１
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
講

習
機
関
か
ら
名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
、
事
務
所
の
名
称
及
び

所
在
地
の
変
更
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
１１月

１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

変
更
事
項

新
旧

指
定
講
習
機
関
の

名
称

株
式
会
社
新
神
戸
ド

ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ク

ー
ル

株
式
会
社
上
北
沢
自

動
車
学
校

指
定
講
習
機
関
の

住
所

豊
島
区
南
大
塚
三
丁

目
４６番

３
号

世
田
谷
区
上
北
沢
一

丁
目
５
番
１６号

指
定
講
習
機
関
の

代
表
者
の
氏
名

吉
村

充
司

鈴
木

誠
一

事
務
所
の
名
称

東
京
島
し
ょ
部
自
動

車
教
習
所

上
北
沢
自
動
車
学
校

事
務
所
の
所
在
地

大
島
町
差
木
地
字
フ

ナ
ギ
６５１番

地
世
田
谷
区
上
北
沢
一

丁
目
５
番
１６号

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３５１号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
１
号
）
第
１４条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
講
習
機
関

か
ら
特
定
講
習
の
休
止
の
許
可
の
申
請
が
あ
り
、
こ
れ
を
許
可
し
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
１１月

１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

指
定
講
習
機
関
の
名
称
、

住
所
及
び
代
表
者
氏
名

休
止
す
る
特
定

講
習
の
種
別

休
止
す
る
期
間

東
京
島
し
ょ
部
自
動
車

教
習
所

大
島
町
差
木
地
字
フ
ナ

ギ
６５１番

地
代
表
取
締
役

吉
村

充
司

普
通
自
動
二
輪

車
免
許
及
び
原

動
機
付
自
転
車

免
許
に
係
る
初

心
運
転
者
講
習

令
和
２
年
９
月
１
日

か
ら
令
和
３
年
８
月

３１日
ま
で
の
間

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３５２号

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２年

国
家

公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
認
定
教
育
実
施
者
か
ら
名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

施
設
の
名
称
の
変
更
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
１１月

１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

変
更
事
項

新
旧

名
称

株
式
会
社
新
神
戸
ド

ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ク

ー
ル

株
式
会
社
上
北
沢
自

動
車
学
校
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住
所

豊
島
区
南
大
塚
三
丁

目
４６番

３
号

世
田
谷
区
上
北
沢
一

丁
目
５
番
１６号

代
表
者
の
氏
名

吉
村

充
司

鈴
木

誠
一

施
設
の
名
称

東
京
島
し
ょ
部
自
動

車
教
習
所

上
北
沢
自
動
車
学
校

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
三
号

東
京
都
下
水
道
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程

（
平
成
六
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
中
「
は
、
次
に
」
を
「
に
は
、

次
に
」
に
、
「
記
載
し
、
主
宰
者
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
を
「
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
京
浜
急
行
電
鉄

湘
南
線
（
泉
岳
寺
駅
〜
新
馬
場
駅
間
）
連
続
立
体
交
差
事
業
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
着
工
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称

京
浜
急
行
電
鉄
湘
南
線
（
泉
岳
寺
駅
〜
新
馬
場
駅
間
）
連
続
立

体
交
差
事
業

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日

五

届
出
日

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日
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